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■我が国のエネルギー安定供給に係る内外の制約の一層の深刻化、
地球温暖化問題の解決に向けたより強力な対応への要請が高まる
中、省エネルギー対策の一層の推進が必要。

■事業者や家庭がより省エネ行動に取り組みやすくなるような、ソフ
ト面での情報提供手段の高度化をはじめとする、省エネを支える制
度面・経済面でのインフラ整備が必要。

■再生可能エネルギーの導入拡大や東日本大震災による電力需給
逼迫などの情勢変化に伴い、従来型の省エネルギー対策の推進に
加え、電力需給安定化に貢献し、日々刻々と変動する外部環境に応
じてエネルギーを最適な形で利用するという、需要側の総合的なエネ
ルギー管理への取組が必要。
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検討の背景
検討の背景

現状と課題（省エネバリアの存在）
現状と課題（省エネバリアの存在）

■規制と支援の両輪によって省エネルギー対策を着実に推進。制度
的には「行為規制」と「情報提供」により高い効果を発揮。

■事業者および政府の絶え間ない努力によって、我が国の産業部門
の省エネルギーは世界の中でも最高水準。

■他方、経済合理性がありつつも実施されない省エネ対策が存在し
ており、この要因として、省エネ対策に対するバリア（障壁）の存在が
ある。本研究会では、現状の課題となっている省エネバリアの抽出と、
省エネバリアを解消する措置の検討を実施。

■省エネバリア（対策実施に当たっての情報不足、資金調達上の課
題、省エネ意識の不足、ステークホルダー間での利害不一致 等）の
解消によって経済合理性があるにも関わらず実施されていなかった
省エネ対策を実現化。さらに、技術開発やインフラ整備を進めること
によって、経済合理性の小さい対策の促進も期待。

新たなエネルギー管理の潮流
新たなエネルギー管理の潮流

■産業部門においては事業所から事業者単位、面的なエネルギー
の利用を考慮する等の、新たなエネルギー管理の取組みを実施。

■近年の地球温暖化対策への意識の高まり等を背景に、需要側に
おける発電設備の設置、特に太陽光発電等に代表される再生可能エ
ネルギーによる発電等が普及。

■制度面においても、再生可能エネルギーの導入促進を支援する取
組み（例えば、固定価格買取制度等）が進められており、再生可能エ
ネルギーによる電力の有効活用は増加傾向。

■中長期的には、街全体のエネルギー需給インフラを省エネルギー
省CO2型に変革させることを目指したスマート・コミュニティー（次世代
エネルギー・社会システム）を推進。非化石エネルギー需要の増加が
従来型エネルギー管理の手法に及ぼす影響も要検討。

■東日本大震災後の電力需給逼迫を経験し、負荷平準化等の電力
需給安定化対策を需給両面で実施していく必要性を認識。

今後の対策の方向性
今後の対策の方向性

情報ネットワークで連携

次世代SS

ZEBスマートスクール

スマートパーキング

コジェネ
太陽光発電/風力発電

エネルギーマネジメントシステム
GEGEコジェネGEGEGEGEコジェネ

GEGEGEGE

太陽光発電

スマートハウス

蓄電池

蓄電池

蓄電池

バイオガス

太陽光発電

風力発電
NaS電池

次世代自動車

海外で並行実証

大規模な自然エ
ネルギーの導入

電気だけでなく、
熱や未利用エネ
ルギーの活用

地産地消とこれを支
えるシステムの構築

交通システムにおける
エネルギーの有効利

用

多頻度充放電に耐え
る蓄電システム開発

地域のエネルギーマネ
ジメントに連動したBEMS

エネルギーマネジメントと連
動した省エネビジネスの展開

消費電力量の見える化
やリアルタイム料金等

廃熱

リサイクルシステム

【省エネ政策の経緯】

【負荷平準化の必要性(節電対策関連資料)】

【我が国の実質GDP当たり一次エネルギー利用】

【スマート・コミュニティー 概念図】

１．省エネ人材の拡充
省エネルギー対策を促進するためには、省エネ

ルギーを推進する人的資源が重要であり、以下の
提案が行われた。
■省エネルギー診断の促進
■エネルギー管理体制の充実化
■エネルギー管理に関する人材育成の促進
■エネルギー消費規模等に合わせたエネルギー
管理行政の促進

⇒ 情報不足、隠れた費用、限定合理性、組織構
造等のバリア解消に寄与

２．省エネ関連情報の提供促進
エネルギー使用者が省エネルギー対策の推進を

行うためには、自らのエネルギー消費量を把握し、
どのような対策が効果的なのか等の省エネルギー
関連の情報把握が必要不可欠であり、以下の提
案が行われた。
■定期報告書・中長期計画の見直しと活用
■エネルギー供給事業者からの情報提供の促進
■家庭部門に対する情報提供の促進

⇒ 情報不足、惰性、動機の不一致、限定合理性、
資金調達力、組織構造、等のバリア解消に寄与

３．需要側の再生可能エネルギーや蓄エネルギー
等を含むエネルギー管理と省エネ対策

エネルギー効率の改善という「狭義の省エネ」に加
え、再生可能エネルギー等を活用する分散型の「創
エネルギー」や、電力需給安定化に資する蓄電・蓄
熱などの「蓄エネルギー」、運用による「エネルギー
シフト」、いつどのような形でエネルギーを使うのかと
いう時間的概念を含む総合的なエネルギー管理を
需要側で推進。このような需要側の取組を実現させ
るには、供給側からも働きかけるDSM（ﾃﾞﾏﾝﾄﾞｻｲﾄﾞﾏ
ﾈｼﾞﾒﾝﾄ）の役割が極めて重要。また、これらの取組
みを進める支援策の検討が必要。

【主な業種の省エネ診断結果（工場の例）】

【情報提供の事例（東京電力㈱のTEPOREによる情報提供例）】

 省エネバリア 内容

資金調達力 省エネのための初期投資が調達できない

リスク
先のことはよくわからないため、短期間に投資回収できる省エ
ネしか実施しない

情報不足 どうすれば省エネできるかについて情報が不足

動機の不一致
オーナー・テナント問題など、主体間の思惑が一致しないため、
省エネが進まない

限定合理性
時間や気持ちの余裕がなく、検討能力にも限界があるため、
最適な選択が出来ない

隠れた費用 見過ごされやすい費用の存在（取引費用、機会費用）

惰性 従来からのやり方を変えることへの抵抗

関心・意識
省エネへの関心が欠けていると、省エネが進まない
（特に経営者が関心を持つか持たないかは重要）

組織構造
組織の縦割り構造などのために、すべき対策はわかっている
のに、省エネが進まない
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組織構造
組織の縦割り構造などのために、すべき対策はわかっている
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【省エネルギーバリアの例】

（出所）第１回省エネ行動とエネルギー管理に関する研究会参考資料より抜粋
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（出所）第５回省エネ行動とエネルギー管理に関する研究会 三菱地所資料に事務局加筆

 （出典）資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」 

（出所）第１回省エネ行動とエネルギー管理に関する研究会 電力中央研究所 木村氏資料より抜粋

（出所）第１回省エネ行動とエネルギー管理に関する研究会 事務局資料より抜粋

（出所）資源エネルギー庁「夏期最大電力使用日の需要構造推計（東京電力管内）（H23.5）より抜粋」

さらに、エネルギー効率を向上させるという量
的視点のみならず、エネルギーをいつどのような
形で最適に利用するかといった時間的価値も考
慮したエネルギー管理概念の台頭。
→省エネ政策の「立体化」

さらに、エネルギー効率を向上させるという量
的視点のみならず、エネルギーをいつどのような
形で最適に利用するかといった時間的価値も考
慮したエネルギー管理概念の台頭。
→省エネ政策の「立体化」

■省エネバリア解消に向けて～現行省エネ対策の着実な実施～

省エネバリアの解消により、我が国の省エネポ
テンシャルは拡大。

今後、これらの対策の発展と技術開発、インフ
ラ整備が進むこと等により、さらなる省エネポテン
シャルの拡大を期待。

省エネバリアの解消により、我が国の省エネポ
テンシャルは拡大。

今後、これらの対策の発展と技術開発、インフ
ラ整備が進むこと等により、さらなる省エネポテン
シャルの拡大を期待。

■中長期的な取り組み～新たなエネルギー管理を利用した省エネ対策の可能性～
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量と時間の双方を考慮した新たなエネルギー管理の例量と時間の双方を考慮した新たなエネルギー管理の例
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•電力需給予測を行った上で需要をコントロールすることにより再生可能エネルギーを受け入れる体制を整える。

＜ 省エネルギー対策の変遷 ～日本の省エネは60年の歴史～＞

産業部門（大規模工場）における燃料の有効利用産業部門（大規模工場）における燃料の有効利用
＜熱管理指定工場の創設、熱管理者の選任・記録義務＞

産業部門における燃料及び産業部門における燃料及び電気の有効利用電気の有効利用
＜判断基準、電気管理指定工場の創設、

電気管理者の選任・記録義務＞

産業部門対策の強化産業部門対策の強化
＜基本方針の策定、定期報告書の提出義務＞

産業部門（産業部門（中規模中規模工場）及び工場）及び業務部門業務部門に対象拡に対象拡
大大
＜第一種：中長期計画書の提出義務＞

＜第二種指定工場の創設：管理員の選任・記録義務＞

産業部門及び業務部門対策の強化産業部門及び業務部門対策の強化
＜熱・電気の一体管理＞

業務部門対策の強化業務部門対策の強化
＜第一種：対象業種（業務部門）の拡大＞
＜第二種：定期報告書の提出義務＞

熱管理規則 制定

熱管理法 施行

第１次石油危機

省エネ法 制定、施行

第２次石油危機

省エネ法 改正、施行

COP３ （京都議定書）

省エネ法省エネ法 改正改正 ((翌翌44月施行月施行))

省エネ法 改正 （翌4月施行）

京都議定書京都議定書 発効発効

省エネ法 改正 （翌4月施行）

省エネ法改正

京都議定書京都議定書 第一約束期間第一約束期間

1947 

1951 

1973 

1979 

1979～80

1993 

1997 

1998 

2002

2005 

20082008

2008～2012
事業者単位規制への変更事業者単位規制への変更

IEEJ: 2011年9月掲載　禁無断転載

Contact: report@tky.ieej.or.jp




